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給排水工事に係る
委託化に関する説明会

（オンライン）
令和７年12月22日（月） ①10：00～ ②15：00～

岡崎市上下水道局サービス課

【開始前にご確認ください】

・出席者名は「工事店名」にしてください。

・マイク、カメラはオフにしてください。
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次第
１ 給排水工事に関する窓口の変更

２ 給水取出し工事に関する変更点

３ 給排水工事に関する検査の変更

４ その他

５ 質疑応答
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１ 給排水工事に関する窓口の変更

①変 更 日：令和８年１月５日（月）

②受託事業者：第一環境株式会社

電話 0564-23-7113

FAX 0564-23-8130

給排水窓口が新設され

書類提出の場所が変わります
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給排水窓口の位置
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給排水窓口にて受付する業務について
業務内容 備考

水道配管図閲覧印刷

給水装置・排水設備台帳閲覧交付

給排水申請関係受付 給水・排水の申請完成は全て給排水窓口にて受付ます

指定給水事業者書類受付 書類受付後、水道給水係へ引継ぎます

排水設備工事店関係書類受付 書類受付後、下水道排水係へ引継ぎます

給排水に関する相談事項 相談内容によって職員を呼んで対応します

下水道法に関する特定施設の照会

下水道法に関する特定施設書類受付 書類受付後、下水道排水係へ引継ぎます

水道に関する承認工事申請 書類受付後、水道給水係へ引継ぎます

給水分担金納付書受取（郵送以外） 窓口にて手渡し

※下水道台帳（埋設管情報）は「わが街ガイド」でご自身のPCで閲覧をしてください。
※都市計画法３２条協議（水道）の提出先は従来どおり水道給水係となります
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２ 給水取出し工事に関する変更点

⑴掘削届、断水届は給排水窓口へ提出してください。

※12月以降は原則オンラインでの提出になってます。

⑵給水取出し工事に関する立会は、受託者（第一環境）が行います。

⑶断水に伴う立会は、受託者と上下水道局職員で行います。

⑷予期せぬ状況の場合、給排水窓口まで連絡をお願いします。
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種 別 変 更 点 変更時期

給水工事
①検査内容の見直し
②検査時期の変更
※お客様への引渡し前に実施

（予定）令和８年４月～
※検査時に必要な書類に
ついて見直し予定

排水工事
①検査時期の変更
※お客様への引渡し前に実施

（予定）令和８年４月～

※検査時に必要な書類に
ついて見直し予定

３ 給排水工事に関する検査の変更

検査の変更に関する説明は、２月に開催予定の説明会で行います。
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⑴手数料の納付書及び個人情報を含む書類について

①給水審査手数料、検査手数料は給排水窓口にて書類確認後に

納付書をお渡しします。

②工事事業者用の連絡書類の確認、リングファイル閲覧などが必

要な方は給排水窓口にてお声がけください。

⑵給水分担金の支払いについて

給水分担金のお支払いは、納入通知書に記載の納期限までに

お支払いください。

※給水取出し工事時における分担金の支払い済確認 不要

※メーターの出庫時における分担金の支払い済確認 要

４ その他
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⑶占用申請を伴う工事の連絡方法について

上下水道局では占用事務にキントーンを利用しています。

４ その他

占用意見連絡

許可連絡
（許可書送付）

占用意見調整ページ

着手届ページ

メール送信

修正書類送付

メール送信

着手日送信

給水取出し・断水
工事立会

着手届ページ 施工写真添付

着手日入力
※断水届添付可能
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意見連絡メール 許可連絡メール
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WEBの画面共有にて説明します

⑷給排水工事オンライン申請システムの利用について

①令和７年４月より運用開始

②申請から検査完了までの一連の流れがオンライン上で完結します。

※岡崎市役所開庁時間に関わらず、いつでも申請できます。

③相談や問い合わせをオンラインで行えます。

４ その他

まずは、利用してみてください！
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⑸給排水オンライン申請システム導入に伴う申請の変更点 (一部抜粋)

①工事申込書の提出から工事検査届の提出まで、一連の申請となり

ます。

※取出工事のみの場合でも、工事検査届の提出が必要となります。

（オンラインによる申請、紙による申請のどちらも必要です。）

②現時点で紙による申請されている場合は、紙による工事検査届

を提出してください。

４ その他

その他変更点は、ホームページ上の【給排水オンライン申請システム
に伴う変更】を確認ください。
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５ 質疑応答
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事前質問の回答について

Q 水道の配管図についてネット公開の予定はあるか？

A 検討中です。

Q 検査の時期について施主へどのように説明したらいいか？

A 令和８年度からはお客様（施主）への引渡し前検査にする予定です。

既存宅の改造工事や浄化槽からの切替工事の場合、工事店との

立会検査を予定しています。

（詳細は２月の検査に関する説明会で説明します）


